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(57)【要約】
　本発明の医療器具は、一または複数のアンカーおよび
長形部材を含む。有利なことに、長形部材はアンカーと
結合され得る。長形部材およびアンカーは、腸間膜に作
用する力を生むように構成されている。この力は、患者
の腸を患者の腹腔の上部内に後退させるのに十分である
。患者が僅かに傾斜した姿勢にあると、医療器具の自重
によって腸間膜が上腹部内に引っ張られる。腸間膜には
腸が結合されているため、この装置は腸も直接引っ張り
上げる。この装置のいくつかの実施態様では、軽微な角
度が不要となり得る。また、他の態様では、この装置が
、腸間膜およびこれに結合した臓器を下腹部内に逆方向
に後退させて上腹部への外科的アクセスを容易にし得る
。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者の腹腔内の腸間膜または腸間膜に結合した臓器の位置決めを容易にするための臓器
開創器であって、
　ポートまたは切開部を通過するように構成された直径を備える長形本体を有するハーネ
スを備え、
　前記長形本体が、Ｕ字型、Ｖ字型、Ｙ字型またはＯ字型のうち少なくとも一つの形状を
成すように構成され、これにより前記Ｕ字型、Ｖ字型またはＹ字型の凹状の部分が前記腸
間膜の周囲および前記腸間膜に対向して延びることができ、
　前記ハーネスが、前記患者の臓器を腹腔の一部分に後退させるのに十分な力を前記腸間
膜に対して生むように構成される、臓器開創器。
【請求項２】
　第１のアンカーおよび第２のアンカーを更に備え、前記第１のアンカーが前記長形本体
の第１の自由端に取り付けられており、第２のアンカーが前記第１の自由端に対向する前
記長形本体の第２の自由端に取り付けられている、請求項１に記載の臓器開創器。
【請求項３】
　前記アンカーがおもりまたは膨張性バルーンである、請求項１に記載の臓器開創器。
【請求項４】
　前記アンカーが、前記患者の前記腹壁の内層に取り付けられるように構成された複数の
ファスナー、フック、クリップ、またはクランプのうちの一つである、請求項１に記載の
臓器開創器。
【請求項５】
　前記アンカーが、前記腹壁を貫通するように構成された針である、請求項１に記載の臓
器開創器。
【請求項６】
　前記アンカーが、前記患者の胸部または腹部に配置される対応磁石に対する感磁性を有
する、請求項１に記載の臓器開創器。
【請求項７】
　患者の腹腔内の腸間膜または腸間膜に結合された臓器の位置決めを容易にする医療器具
であって、
　少なくとも一つのアンカーと、
　前記アンカーに結合された長形部材と、
　を備え、前記長形部材およびアンカーが、前記患者の前記腸を腹腔の一部分に後退させ
るのに十分な力を前記腸間膜に対して生むように構成された、医療器具。
【請求項８】
　前記アンカーが、円形ループを作るように前記長形部材の自由端を接続するように構成
された第１のファスナーを含む、請求項７に記載の医療器具。
【請求項９】
　前記長形部材が、前記患者の前記腸間膜の一部の上に延び、かつ別の臓器にまで延びる
のに十分な長さを有する、請求項７に記載の医療器具。
【請求項１０】
　前記力が、前記装置と前記患者との間で摩擦によって少なくとも部分的に生じる請求項
７に記載の医療器具。
【請求項１１】
　前記少なくとも一つのアンカーが少なくとも一つのおもりを含む、請求項７に記載の医
療器具。
【請求項１２】
　前記力が、前記おもりに作用した重力によって少なくとも部分的にさらに生じる、請求
項１１に記載の医療器具。
【請求項１３】
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　前記おもりが第１のおもりおよび第２のおもりを含み、前記第１のおもりが前記長形部
材の第１の端部に結合され、前記第２のおもりが前記長形部材の第２の端部に結合される
、請求項１１に記載の医療器具。
【請求項１４】
　前記おもりが前記患者の臓器に載るように構成される、請求項１１に記載の医療器具。
【請求項１５】
　前記臓器が一または複数の肝臓部分であり、前記おもりが前記肝臓部分に隣接して挿入
されるように構成される、請求項１４に記載の医療器具。
【請求項１６】
　前記おもりが、流体で満たされるように構成されたバルーンである、請求項１１に記載
の医療器具。
【請求項１７】
　前記第１のおよび第２のおもりが、流体で満たされるように構成されたバルーンである
、請求項１３に記載の医療器具。
【請求項１８】
　ポートから延び出し、前記バルーンと流体連通を成す管を更に備える、請求項１７に記
載の医療器具。
【請求項１９】
　前記管が前記バルーンから等距離である、請求項１８に記載の医療器具。
【請求項２０】
　前記おもりの少なくとも一部が前記長形部材に沿って分配される、請求項１１に記載の
医療器具。
【請求項２１】
　前記おもりが、第１のおよび第２のおもりを更に含み、前記第１のおもりが前記長形部
材の第１の端部に結合され、第２のおもりが前記長形部材の第２の端部に結合される、請
求項２０に記載の医療器具。
【請求項２２】
　前記アンカーが、第１の感磁性おもりと、対応する第１の磁石とを含み、前記第１の磁
石が、前記第１の感磁性材料に対して引力を及ぼすように腹壁の外面に配置されるように
構成される、請求項７に記載の医療器具。
【請求項２３】
　前記アンカーが、少なくとも２つの感磁性おもりを含み、前記おもりの１つが前記長形
部材の第１の端部に結合され、他方のおもりが前記長形部材の第２の端部に結合され、少
なくとも一つの対応する磁石が、前記感磁性のおもりに対して引力を及ぼすように腹壁の
外面に配置されるように構成される、請求項７に記載の医療器具。
【請求項２４】
　前記アンカーが、前記患者の腹壁に取り付けられるように構成された少なくとも一つの
第１のファスナーを備える、請求項７に記載の医療器具。
【請求項２５】
　前記アンカーが、円形ループを作るために前記長形部材の自由端を接続するように構成
された第２のファスナーを備える、請求項２４に記載の医療器具。
【請求項２６】
　前記アンカーが少なくとも２つのファスナーを備え、前記ファスナーの一方が前記長形
部材の第１の端部に結合され、前記ファスナーの他方が前記長形部材の第２の端部に結合
された、請求項７に記載の医療器具。
【請求項２７】
　前記患者の腹壁に取り付けられた前記ファスナーの取付具が、前記患者の腸間膜の一部
分の周囲に延びるＵ字型またはＶ字型を形成する、請求項２６に記載の医療器具。
【請求項２８】
　前記ファスナーのそれぞれが、クリップ、クランプまたはフックのうち少なくとも一つ
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を含む、請求項２４に記載の医療器具。
【請求項２９】
　前記ファスナーのそれぞれが、前記患者の腹壁を通して延びるように構成された少なく
とも一つの穴開け部材を含む、請求項２４に記載の医療器具。
【請求項３０】
　前記装置が、前記患者が４５度未満のトレンデレンブルグ体位に置かれたときに前記腸
間膜を後退させるように構成された、請求項７に記載の医療器具。
【請求項３１】
　前記装置が、前記患者が２０度未満のトレンデレンブルグ体位に置かれたときに前記腸
間膜を後退させるように構成された、請求項７に記載の医療器具。
【請求項３２】
　前記装置がポートを通して挿入するように構成される、請求項７に記載の医療器具。
【請求項３３】
　前記ポートが腹腔鏡用ポートである、請求項３２に記載の医療器具。
【請求項３４】
　前記ポートがロボット外科用ポートである、請求項３２に記載の医療器具。
【請求項３５】
　前記ポートが５～１５ｍｍ以上である、請求項３２に記載の医療器具。
【請求項３６】
　前記ポートが８～１２ｍｍ以上である、請求項３２に記載の医療器具。
【請求項３７】
　前記ポートが前記患者のへそまたは腹部で画成される、請求項３２に記載の医療器具。
【請求項３８】
　前記長形部材が前記患者の腸間膜および前記腸の少なくとも一部の外面の周囲に延びる
ように構成される、請求項７に記載の医療器具。
【請求項３９】
　前記装置が、前記患者の骨盤領域での手術を容易にする位置に前記腸を保持するように
構成される、請求項７に記載の医療器具。
【請求項４０】
　前記患者のへその下での手術を容易にする位置に前記腸を保持するように構成される、
請求項７に記載の医療器具。
【請求項４１】
　前記長形部材が、第１の端部と第２の端部との間に亘り幾何剛性を有する、請求項７に
記載の医療器具。
【請求項４２】
　前記長形部材が、前記患者の腸間膜に隣接し、かつ前記患者の腸間膜の周囲に延びるよ
うに凹形状を形成するように構成される、請求項７に記載の医療器具。
【請求項４３】
　前記長形部材がチューブ、ネット、メッシュ、ストラップ、ベルトまたはハーネスのう
ち少なくとも一つを含む、請求項７に記載の医療器具。
【請求項４４】
　前記長形部材がプラスチック、金属、布、合成繊維、ナイロンまたはゴムのうち少なく
とも一つを含む、請求項７に記載の医療器具。
【請求項４５】
　前記長形部材が少なくとも一つの容器を画定する、請求項７に記載の医療器具。
【請求項４６】
　前記長形部材によって画定された前記容器が少なくとも一つのおもりを保持する、請求
項４５に記載の医療器具。
【請求項４７】
　前記容器が前記長形部材に沿って延び、前記おもりが前記長形部材の全長に沿って均一



(5) JP 2014-519346 A 2014.8.14

10

20

30

40

50

に分配される、請求項４６に記載の医療器具。
【請求項４８】
　前記長形部材が長形シースであり、前記容器が前記長形シースの両端部間に延在する、
請求項４５に記載の医療器具。
【請求項４９】
　前記おもりが前記容器内の流体である、請求項４５に記載の医療器具。
【請求項５０】
　前記おもりが、前記長形部材の全長に沿って延在する複数の容器内に配置された複数の
重みを付けられたボールを含む、請求項４５に記載の医療器具。
【請求項５１】
　前記おもりが丸い輪郭を有する、請求項１１に記載の医療器具。
【請求項５２】
　前記長形部材が可撓性である、請求項７に記載の医療器具。
【請求項５３】
　前記重力が前記腸間膜によって前記装置に対して生じた力に対抗する分力を有する、請
求項１２に記載の医療器具。
【請求項５４】
　糸が前記医療器具１０に取り付けられている、請求項７に記載の医療器具。
【請求項５５】
　糸が、ポートまたは切開部を通して除去されるように構成される、請求項５４に記載の
医療器具。
【請求項５６】
　糸が、回復を容易にするために前記長形部材に取り付けられている、請求項７に記載の
医療器具。
【請求項５７】
　糸が、回収を容易にするために前記アンカーに取り付けられている、請求項７に記載の
医療器具。
【請求項５８】
　前記長形部材がルアー・ロックおよび吸気弁を含む、請求項１６に記載の医療器具。
【請求項５９】
　前記長形部材がルアー・ロックおよび吸気弁を含む、請求項４９に記載の医療器具。
【請求項６０】
　腸を含む、患者の腸間膜に結合した臓器を位置決めするための方法であって、
　前記患者の腹壁にアクセス用開口部を形成することと、
　前記アクセス用開口部を通して前記患者の腹腔内に長形部材を挿入することと、
　前記患者の腸間膜に沿って前記長形部材を延ばすことと、
　前記長形部材の第１および第２の端部を前記腹腔内に延ばすことと、
　前記患者の小腸を前記腹腔の上部内に後退させるために前記長形部材および腸間膜に張
力を印加することと、
　前記腹腔の上部で前記腸間膜および腸を保持するために前記長形部材の第１の端部およ
び第２の端部をアンカーで固定することと、
　を含む方法。
【請求項６１】
　腹腔で処置を行うことを更に含む、請求項６０に記載の方法。
【請求項６２】
　下部が前記患者のへそから下である、請求項６０に記載の方法。
【請求項６３】
　アンカーで固定することが、前記腹腔の上部で前記長形部材の端部に結合されたおもり
を位置決めすることを含む、請求項６０に記載の方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（関連出願）
　本願は、２０１１年３月２８日に出願された米国仮特許出願第６１／４６８２７２号（
「腸開創器」）の優先権を主張するものであり、参照により、その全体が本願に援用され
る。
【背景技術】
【０００２】
　下腹部または骨盤領域で手術を行う外科医は、いくつかの困難と対峙する。開腹術また
は観血手術では、患者のへそに大きな切開部を作って腸にアクセスし、手術領域外かつ上
腹部内に腸を安全に移動させるか、あるいは保護しなければならない。この大きな切開部
は外傷性であり、失血および回復時間を増やし、合併症のリスクを高める。
【０００３】
　加えて外科医は、下腹部または骨盤領域で手術を行うのに、急角度のトレンデレンブル
グ体位を用いる必要がある。この体位は、いくつかの問題を呈するとともに、健康な患者
にリスクを呈し、肥満患者、老年病患者、糖尿病患者、および心血管障害または呼吸障害
のある患者のリスクを高めるものである。トレンデレンブルグ体位のとき、患者は足が頭
の上に来る角度に傾斜して横たわる。その角度は一般に１０～３０度で、場合によっては
４５度である。通常の姿勢範囲は、例えば、開腹術・観血手術であれば１０～１５度、腹
腔鏡手術の場合は１０～２０度、ロボット手術の場合は１５～４５度である。
【０００４】
　係る傾斜では、重力によって腸に対して下方への力が生じるため、腸が上腹部に向かっ
て落ち、これにより骨盤腔または下腹部３４に空間ができる。図５および６は、患者の断
面を示すとともに、平らに横たわる位置（図５）から急角度のトレンデレンブルグ体位（
図６）に移行した場合の影響を示している。患者は手術を受けている間、この姿勢（位置
）に置かれるのが一般的で、手術時間は数時間に及び得る。
【０００５】
　より急角度のトレンデレンブルグ体位（または角度）も複数の問題を呈し得るとともに
、健康な患者にリスクを呈し、肥満患者、老年病患者、糖尿病患者、および心血管障害ま
たは呼吸障害のある患者のリスクを高めるものである。患者は、臓器に対して掛かる逆方
向の重力によって、呼吸障害、心血管障害、顔面浮腫、眼圧、または頭部の血流停滞を経
験することがあり、最悪の場合には、肺水腫や動脈瘤を患ったり、脳卒中のリスクが高ま
ったりすることさえある。また、血流の増加や鬱血によって頭部で麻酔が濃縮することが
あり、それによって麻酔のリスクが高まる。
【０００６】
　急角度のトレンデレンブルグ体位は、傾斜した手術台から患者が滑り落ちないようにバ
ンドで縛られた下肢にも負担を与える。肥満患者にとっては、腓骨神経への圧迫や損傷に
加えて腿や足の鬱血のリスクも高く、下垂足または麻痺に至る可能性がある。
【０００７】
　急角度のトレンデレンブルグ体位は、手術の安全性も損なう。患者は外科的処置時に頭
部の滑り落ちを経験し得る（すなわち、まず手術台の頭部から滑り落ちる）。頭部の滑り
落ちにより、外科医は精密かつ正確に手術を行う能力が損なわれ、内臓を誤って損傷させ
るリクスが高まる。
【０００８】
　最後に、急角度のトレンデレンブルグ体位は、上腹部に腸を維持できるだけの勾配がな
い場合があり、腸が手術中に下腹部または骨盤領域に滑り落ちることがある。これは、患
者の麻酔が切れ始め、患者が呼吸をし始めたときに起こることが多く、珍しい事ではない
。吸入は重力に対抗し、時折、腸を上腹部から骨盤領域または下腹部に押し戻す。腸の滑
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り落ちは、特に外科医が鋭利な手術道具、焼灼器およびレーザーを使用している際の手術
ミスや外科的損傷のリスクを高める。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　従って、患者の安全性を損なうことなく、手術時における腹部および骨盤領域へのアク
セス性を高めることが望ましい。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の実施態様は、医療器具を提供することによって先行技術の問題を解消するもの
である。医療器具は、例えば、患者の腹腔内の腸間膜または腸間膜に結合した臓器の位置
決めを容易にするための臓器開創器（レトラクター）を含み得る。この臓器開創器はハー
ネスを含み得る。このハーネスは、ポートまたは切開部を通過するように構成された直径
を備える長形本体を有し得る。この長形本体は、Ｕ字型、Ｖ字型、Ｙ字型またはＯ字型の
うち少なくとも一つの形状を成すように構成されており、これにより、前記Ｕ字型、Ｖ字
型、Ｙ字型またはＯ字型の凹状の部分が前記腸間膜の周囲および前記腸間膜に対向して延
びることができる。このハーネスは更に、患者の臓器を腹腔の一部分に後退させるのに十
分な力を前記腸間膜に対して生むように構成される。
【００１１】
　この医療器具は、少なくとも一つのアンカーおよび長形部材も含み得る。この長形部材
はアンカーに結合されている。この長形部材およびアンカーは、患者の腸を腹腔の一部分
に後退させるのに十分な力を腸間膜に生むように構成される。
【００１２】
　本発明のこれらの特徴および利点ならびに他の特徴および利点は、以下の記載内容と添
付の図面（本発明の好適な実施態様および代替の実施態様の両方を記載する）とを参照す
ることにより、当業者にとってさらに明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、２０度以下のトレンデレンブルグ体位で患者の腸間膜１６および腸を後
退させる医療器具の断面側面図である。
【図２】図２は、図１の医療器具の前面図である。
【図３】図３は、肝臓３２に載っている図１の医療器具の別の前面図である
【図４】図４は、傾斜の無い状態で仰臥した患者の腸および他の組織の前面図である。
【図５】図５は、傾斜の無い状態で仰臥した患者の腸および他の組織の断面側面図である
。
【図６】図６は、急角度（４５度）のトレンデレンブルグ体位における患者の腸および他
の組織を示す断面側面図である。
【図７】図７は、長形部材１４およびアンカー１２を備える医療器具１０の一例を示す。
【図８】図８は、アンカー１２として機能する膨張性バルーン１７、および吸気弁２４を
備える医療器具１０の別の例を示す。
【図９】図９は、アンカー１２として機能する膨張性バルーン１７、吸気弁２４、管２６
、およびルアー・ロック（ｌｕｅｒ　ｌｏｃｋ）２８を備える医療器具１０の別の例を示
す。
【図１０】図１０は、図９の医療器具の平面図である。
【図１１】図１１は、膨張性バルーン１７に位置する吸気弁２４を備える医療器具１０の
一例を示す。
【図１２】図１２は、長形部材１４として機能するストラップ１５およびアンカー１２と
して機能する針１３を備える医療器具１０の別の例を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
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　本発明の実施形態について、以下さらに詳しく説明する。これらの実施形態は多くの異
なる形態で実施することができる。また、本願に記載の実施形態に限定されるものと解釈
されるべきではなく、本願が法律的要件を満たすように提供されていると解するべきであ
る。本出願明細書および添付の特許請求の範囲で使用される単数形「ａ」、「ａｎ」およ
び「ｔｈｅ」は、文脈中に別段明記されていない限り、複数形を含む。本願で使用される
用語「備える（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」およびその活用形は「含む／備える（ｉｎｃｌ
ｕｄｉｎｇ）」およびその活用形の同義語として使用され、非制限的な用語である。
【００１５】
　図１～３に示すとおり、本発明の医療器具１０は、一または複数のアンカー１２および
長形部材１４を含む。例えば、長形部材１４の端部はアンカー１２に結合され得る。長形
部材１４およびアンカー１２は、腸間膜１６に作用する力を生むように構成されている。
この力は、患者の小腸１８と大腸１９（以下、両方とも「腸」と呼ぶ）の一部とを患者の
上腹部２０に後退させるのに十分である。患者が軽微なトレンデレンブルグ体位にあると
きには、重力による医療器具１０の自重によって腸間膜１６が上腹部２０内に引っ張られ
る。腸間膜１６には腸が結合されているため、本器具は結合した腸も間接的に引き上げる
。器具１０のいくつかの実施形態では、軽微な角度（僅かな傾斜）が不要であり得る。
【００１６】
　本願にて使用される用語「患者」は、動物および人間を含む。医療器具１０は、例えば
獣医においても使用され得る。
【００１７】
　発明者は、図４に示すとおり、仰臥した位置だと腸が患者の腹腔全体を満たすことを観
察した。このような見方をしたとき、腸は一つの塊として移動あるいは操作することが困
難である。しかしながら、図２に示すとおり、発明者は、患者の腸間膜１６が腸の塊を集
める付加的なアタッチメントを提供することも観察した。腸間膜１６は通常、腸を体壁に
接合する組織のひだである。腸間膜１６は、小腸を患者の後腹壁または後壁に繋留する。
血管、神経およびリンパ管は、腸を供給するために腸間膜１６を通して枝分かれする。腸
間膜１６は、Ｓ状結腸、虫垂、横行結腸ならびに上行結腸および下行結腸（以下「他の臓
器」）も支持する。
【００１８】
　図１～３および図７を参照すると、長形部材１４は、エラストロマー（例えばゴムまた
はポリマー）チューブといった小径の生体適合性材料および比較的柔軟な材料から構成さ
れ得る。長形部材１４は、腸を後退させる目的で使用される際に所定範囲の患者の大きさ
および年齢に適合するよう、約１５ｃｍ～５０ｃｍであり得る。長形部材１４は、手術室
において一揃えの大きさで供給され得る。例えば、１５ｃｍ、３０ｃｍおよび５０ｃｍが
提供されることがあり、外科医が現場で選択するようになっている。
【００１９】
　図８を参照すると、長形部材１４は、長形部材１４の内腔と流体連通を成すように構成
される吸気弁、ポートまたは開口部２４を含み得る。例えば吸気弁２４は、図９に示すと
おり、ルアー・ロック２８と組み合わせることができる。吸気弁２４は、注射器などの流
体ディスペンサーの先端を受け入れるように構成される。ルアー・ロック２８は、注射器
によって長形部材１４の内腔内に注入された流体をロックするように構成される。吸気弁
２４は、長形部材１４の中間部または中間位置に配置され得る。図９を参照すると、吸気
弁２４は、長形部材１４の内腔と流体連通を成すように構成される管２６にも接続され得
る。管２６と長形部材２４との間の接続部はＹ字型を成し得る。
【００２０】
　吸気弁２４は、例えば、挿入可能でありながら、閉塞したり、あるいは流体損失に対し
て締め付けたりすることのできるダックビル（ｄｕｃｋ－ｂｉｌｌ）またはチューヒー・
ボースト（ｔｕｏｈｙ　ｂｏｒｓｔ）バルブであり得る。係る特性が丈夫あれば、図８に
示すとおり、ルアー・ロック２８は必要ない。吸気弁２４は直径３ｍｍ～８ｍｍでよく、
長形部材１４に沿って予め設定した箇所に配置することができる。図８および図９の図示
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された実施形態では、吸気弁２４が、左右対称の医療器具１０を想定して腸間膜１６およ
び腸へと力を左右対称に印加するために中央に位置する。あるいは図１１のように、吸気
弁２４が長形部材１４またはアンカー１２の任意の部分に沿った位置にあってもよい。
【００２１】
　医療器具１０内の流体は、法的要件を満たす生体適合性流体であり得る。例えば、水ま
たは生理的塩類溶液、デキストラン、マリソル（ｍａｌｉｔｈｏｌ）もしくは他の生理的
塩類溶液よりも濃い流体であり得る。生体適合性流体は、漏れた際に副作用を保護するも
のである。この流体は、バルーンの重さ、膨張の速度、位置および分配を制御するために
異なる流速を有するように変えても良い。更に、医療器具１０の後退力を変えるために重
さを変更または適応させる目的で、様々な流体のバリエーションが用いられ得る。以下に
記載のとおり、流体はアンカー１２のうち一または複数を膨張させることもできる。
【００２２】
　長形部材１４は、流体の注射によって厚みが増し膨張することができるように比較的膨
張性のある壁を有し得る。例えば、長形部材１４は、フォーリーカテーテル（Ｆｏｌｅｙ
’ｓ　ｃａｔｈｅｔｅｒ）、Ｈｕｍｉ、またはＶ－ＣＡＲＥ器具で使用されるいくつかの
血管形成バルーンまたはバルーンと同様に（但しこれらよりも大きく）構成され、腸間膜
１６および結合した腸を後退させるために重さおよび位置を最適化する所望の形状に伸縮
し得る。
【００２３】
　長形部材１４の壁の膨張性は、厚み、密度または材料成分の変更によって変えることが
でき、流体の重さをより近位または遠位に割り当てることができる。例えば、長形部材１
４の壁の厚さまたは密度は、（例えば食品医薬品局（Ｆｏｏｄ　ａｎｄ　Ｄｒｕｇ　Ａｄ
ｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎ（ＦＤＡ））で認可された低い密度を用いて）その端部付近で
減少し得る。端部の密度が低いことにより、端部の弾力性が増し、端部における流体貯留
が促されて、重量が増し、退行能力が高まる。こうして長形部材１４の端部は、長形部材
１４の残り部分と一体的に形成された球状またはバルーンアンカー１２となり得る。例え
ば、長形部材１４の遠位端は、１～１０オンスの流体を保持できる程度に拡張することが
できる。子供の場合には、３０ｍｌの水で十分であり得る。より大きな大人の患者に対し
ては、より大きな重さが好ましい。ある角度で保持され流体を注入される長形部材１４は
、馬蹄に似ている。また、Ｖ字またはＹ字にも似得る。
【００２４】
　アンカー１２は、想定される位置と、医療器具１０にとって望ましい重量とに依って、
平ら、折り曲げられた状態、円状、あるいは楕円形状であり得るおもりを有し得る。この
おもりは固形であるか、長形部材１４の端部での予め形成された膨張性バルーン１７の形
状である。予め形成されたバルーンは、例えば１～１０オンスの流体を保持し得る。壁密
度が低い領域と同様、このバルーン形状により、より多くの流体が長形部材１４の遠位端
にて貯留することができる。
【００２５】
　医療器具１０の外科的な実施態様は様々だが、流体膨張可能な長形部材１４およびアン
カー１２は、小さな切開部を通して使用するのに非常に適している。例えば、外科医（あ
るいは他の医療従事者）は、骨盤または患者の腹部に切開部を形成することができる。腹
腔鏡およびロボット手術において、この切開部はポートを受け入れることができる。本願
で使用される用語「ポート」は、患者の身体にある少なくとも部分的に制限された開口部
であって、手術によって形成されたか、自然構造的に存在するか、医療器具によって作成
または促進されたもの（外科手術または内視鏡によるアクセスを可能にするために切開部
を通して医療器具を挿入および配置できるようにするもの）を指す。例えば、へそにおけ
る切開部は、腹腔鏡手術の場合で直径５～１５ｍｍまたはそれ以上のポート、ロボット手
術の場合で８～１２ｍｍまたはそれ以上のポートを収容することができる。小開腹術の場
合、外科医はポートを設けずに切開部を作り、医療器具１０を挿入してもよい。
【００２６】
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　切開後、外科医はルアー・ロック２８を除く長形部材１４（両端が自由端である）を摺
動させて切開部穴に入れる。ルアー・ロックが患者の外部に保持されるのに対し、エラス
トロマー長形部材１４は患者のへその内部に置かれる。
【００２７】
　挿入後、注射器が吸気弁２４に取り付けられ、この注射器を通して長形部材１４の内腔
内に流体が注入される。流体が注入された後、ルアー・ロック２８は自動的に閉塞する。
ロックされた医療器具１０はへそ内に落ちる。
【００２８】
　腹腔鏡およびロボット手術では、外科医がその後、外科的ポートを切開部穴に配置し（
外科的開口部を開いた状態に維持する）、腹腔鏡または他の器具を挿入する。あるいは、
切開後に外科的ポートを直ぐに切開部穴に配置し、ポート穴を通して長形部材１４を摺動
させ、ルアー・ロックを患者の外部に保持し、ポート穴を流体注入用に保持してもよい。
【００２９】
　患者の体内に医療器具１０を挿入した後、外科医は、図１に示すとおり、重力によって
腸が上腹部２０内の所望の位置に後退するまで、患者をトレンデレンブルグ体位に置く。
外科医は、ルアー・ロック２８近くにある長形部材１４の中間部を手術道具で把持する。
長形部材１４の中間部は腸間膜１６上に配置される。重力によってアンカー１２または長
形部材の端部が腹部の上四分の一まで後退した後、アンカー１２は、肝臓３２の左右の葉
の上、すなわち肝臓３２と前腹壁の間、あるいは肝床（ｌｉｖｅｒ　ｂｅｄ）の下（例え
ばモリソン窩または網嚢）のいずれかに配置される。外科医は肝臓３２と後腹壁（後壁）
もしくは胃３６との間の空間にアンカーを配置してもよい。
【００３０】
　その後、外科医は所望の位置で、この装置が腸間膜１６および結合した腸をそれ以上後
退させないところまで、トレンデレンブルグ角度を小さくする（体の後部または頭部の傾
斜をなくす）。もしこの角度を小さくし過ぎた場合には、医療器具１０が腸間膜を後退さ
せられなくなったときに大きくすればよい。この角度は、患者の大きさ、ボディーマス指
数および解剖学における格差（関連する臓器の位置および大きさ）に依る。一般に、細身
の患者は角度が小さくてもよく、重い患者はより急な角度が必要となり得る。
【００３１】
　アンカー１２は、重力および／または摩擦力の組み合わせによって長形部材１４の張力
を保持し得る。長形部材１４に沿って延在する重力の分力は、それ自体が、腸間膜によっ
て生じる力を相殺するのに十分であり得る。摩擦力は器官・臓器とアンカー１２との間に
存在し得る。
【００３２】
　医療器具１０が適所に配置され、腸間膜１６および関連する腸または他の臓器を配置お
よび後退させた後、外科医は所望の手術を行う。
【００３３】
　手術後、医療器具１０は除去され得る。外科医は、例えば手術道具を使用してルアー・
ロック２８を把持し、切開部穴に向かって引いた後、この穴に通して引く。容易に除去す
るために、医療器具１０は、手術中の患者の体内から切開部またはポートの外側へ延びて
いる糸を備え得る。外科医は、糸を引いて医療器具１０を切開部穴またはポートまで持っ
てきて除去する。
【００３４】
　医療器具１０を除去するために切開部穴まで持ってくると、ルアー・ロック２８が、切
開部穴の外部に突出するまで穴から更に引き出される。この時点では、長形部材１４がま
だ腹腔内にある。腹腔鏡手術またはロボット手術では、外科医が切開部穴の頂部に配置さ
れたポートを同時に除去し得る。そして必要または所望であれば、他の各種ポート、スコ
ープおよび器具が除去される。
【００３５】
　注射器が吸気弁２６内に挿入され、この注射器を用いて、長形部材１４およびアンカー
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１２（流体で満たされている場合）が収縮される（萎まされる）。（加えて、または代替
的に、医療器具１０は、灌水装置を用いて患者の腹部内で膨張および収縮され得る）。そ
して、収縮された医療器具１０は切開部穴から完全に除去される。外科医は切開部穴を縫
合または閉塞させる。
【００３６】
　医療器具１０は他の態様も有し得る。例えば長形部材１４は、腸間膜１６および腸（ま
たは他の臓器）に対し、これらを上腹部２０内に後退させられるだけの力を及ぼせる長さ
である限り、他の構成を有し得る。図１２に示すとおり、長形部材１４は、ストラップ、
ベルト、ハーネス、またはメッシュ１５を備えることができ、腸間膜１６の遠位端に巻き
付くように構成される。長形部材１４は、遠位の腸間膜１６にその頂部を備えるＵ字型、
Ｖ字型、またはＹ字型を有し得るか、そのような形状に構成され得る。あるいは二重に巻
かれてＯ字型を形成するか、いくつかの中間形状を有し得る。これらの形状は腸間膜の一
部の周囲に延びるように構成され、グリップ力を強化して、ルーズな腸または他の臓器を
制御する。
【００３７】
　長形部材１４は、ポリマーまたは織物から構成されるコードや線など、断面が詰まった
材料であり得る。他の材料は、プラスチック、金属、布、織物、合成繊維、ナイロンまた
はゴムを含む。腸間膜１６の一部を巻く、ストラップ、ベルト、ハーネス、メッシュ１５
または他の長形部材１４は、アンカー１２と同一または異なる材料であり得る。例えば、
アンカー１４は、プラスチック、金属、布、合成繊維、ナイロン、ゴム、重みを付したボ
ール、人体に適合する被覆された流体、被覆された材料、またはＦＤＡによって人体での
使用が承認されている任意の材料を含み得る。アンカー１２はまた、おもり、または重み
を付したバルーンを含み得る。アンカー１２は、クリップまたは金属の塊（またはゴム－
鉄マトリクスもしくは鉄ボールといった他の感磁性材料）も含むことができ、所望の後退
レベルを維持するために、この金属に掛かる磁力を生む対応磁石が患者の腹部の皮膚の上
に載置される。
【００３８】
　アンカー１２は、前腹壁の内層（小帯や腹膜など）に取り付けられるか、あるいは内層
を貫通するクリップ、フック、またはクランプなど、長形部材１４とは異なる材料であっ
てもよい。アンカー１２は、適切なトラクションを提供するために前腹壁を貫通する針１
３を備えていてもよい。図１２に示すとおり、針１３はねじ１１に取り付けることができ
る。その結果、針１３は、前腹壁を貫通すると切断され、ねじを残す。このねじはその後
、患者の皮膚または別の表面上で調整、拘束、テープ留め、または締め付けされ、所望の
後退力（リトラクション）を維持する。
【００３９】
　上記のように、長形部材１４はいくらかの重量を含むか、いくらかの重量を医療器具１
０に掛ける。長形部材１４は、例えば、一連の重みの付いたボール、被覆された材料、人
体に適合可能な流体シース（例えば水を充填した円筒状バルーン）を含み得る。一般に好
ましいのはＦＤＡ材料である。この長形部材は、医療器具１０の重さの相当部分を含む場
合、重みの付いたボール、被覆された材料、または流体を保持するための一または複数の
容器を画定し得る。この容器は長形部材１４の本体内に画成される。長形部材１４は、例
えば、流体または他のおもり（例えば重みを付けられたボール）を保持するためにその両
端部の間に延在する長形の内腔を画定するシース（覆い）であり得る。他の変形例では、
医療器具１０が長形部材１４に沿って均一に重み付けされ得る。
【００４０】
　医療器具１０は、上腹部の手術をはじめとする他の用途を有し得る。特に、外科医は横
行結腸および／または腹膜の網に長形部材１４を配置し、下腹部または骨盤領域にアンカ
ー１２を配置してもよく、それによって、腸間膜および結合した臓器を下腹部または骨盤
領域内に後退させ、上腹部への視覚的かつ空間的アクセスを確保する。また、医療器具１
０をこれとは逆の方法で適用することにより、外科医は上腹部の臓器（肝臓、胃および胆
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嚢等）を手術することができる。
【００４１】
　医療器具１０および関連する外科的処置は、多くの利点を有し得る。開腹術・観血手術
では、この装置によって外科医は小さな開口部を設ければよくなるため、外傷および失血
が避けられる。そして全ての手術様式（開腹、腹腔鏡、およびロボット）で、外科医は患
者を急勾配のトレンデレンブルグ体位に置くことなく、膀胱４４、直腸４２、子宮および
他の骨盤内臓器へとスムーズにアクセスして骨盤腔または下腹部３４での手術ができるよ
うになる。例えば、装置１０によって患者の傾斜を２０度未満にすることができ、場合に
よっては０度にすることもできる。これは、患者を急勾配のトレンデレンブルグ体位に置
く必要があることの多いロボット骨盤の手術において特に有益である。
【００４２】
　急勾配のトレンデレンブルグ体位を避ける利点は、患者が通気する際に呼吸系に掛かる
負担を低減することを含む。また、心臓血管系への影響も少なくなる。最適または通常の
血流が頭部に流れるため、顔面浮腫が減り、診断未確定の動脈瘤のリスクと、それに関連
する麻酔のリスクとが下がる。そして下肢に掛かる負担も減るため、下垂足や麻痺を招く
腓骨神経の圧迫や損傷のリスクが下がる。頭部が滑り落ちることがないので手術の安全性
が向上する。急勾配のトレンデレンブルグ体位を避けることにより、糖尿病や高血圧、あ
るいは肥満を伴う患者の危険因子も減少する。
【００４３】
　この装置は他の利点も提供する。この装置により、外科医は大動脈および総腸骨３８を
明瞭に見えるようになり、手術中に骨盤腔３４および腹部の主要血管を誤って損傷するこ
とがなくなる。また、尿管および伴行静脈にも視覚的に明瞭にアクセスできるようになる
。この視覚的なアクセスは癌組織を除去する際に特に重要である。図２および図３に示す
とおり、この装置は、虫垂を検査する必要がある場合（例えば虫垂炎の場合）に腸および
盲腸４０も後退させて、虫垂４１に外科的および視覚的にアクセスしやすくする。
【００４４】
　以上、本システム、装置および方法の態様をいくつか説明してきた。ただし、本願開示
内容の精神および範囲から逸脱しない限り、様々な変形・変更がなされ得ることが理解さ
れよう。従って、他の態様も添付の特許請求の範囲内にある。
【符号の説明】
【００４５】
１０　医療器具
１１　糸
１２　アンカー
１３　針
１４　長形部材
１５　ストラップ
１６　腸間膜
１７　膨張性バルーン
１８　小腸
１９　大腸
２０　上腹部
２６　管
２４　吸気弁
２８　ルアー・ロック
３２　肝臓
３４　骨盤腔または下腹部
３６　胃
３８　大動脈および総腸骨
４０　盲腸
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【手続補正書】
【提出日】平成26年2月21日(2014.2.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者の腹腔内の腸間膜またはこの腸間膜に結合した臓器の位置決めを容易にするための
臓器開創器であって、
　長形本体を有するハーネスであって、前記長形本体が凹状を形成し、前記腸間膜の周囲
および前記腸間膜に対向して延びるように構成された、ハーネスを備え、
　前記ハーネスが、前記患者の腸間膜またはこの腸間膜に結合した臓器を腹腔の一部分に
後退させるのに十分な力を前記腸間膜に対して生むように構成される、臓器開創器。
【請求項２】
　前記長形本体の各端部にて第１のアンカーおよび第２のアンカーを更に備え、これらの
第１のアンカーおよび第２のアンカーが前記患者の腹腔内に前記臓器開創器を固定するよ
うに構成される、請求項１に記載の臓器開創器。
【請求項３】
　前記アンカーのうち少なくとも一つがおもりを備える、請求項２に記載の臓器開創器。
【請求項４】
　前記アンカーが前記長形本体の各端部に一または複数のおもりを備え、各おもりが２８
～２８０グラム（１～１０オンス）である、請求項３に記載の臓器開創器。
【請求項５】
　前記アンカーが、感磁性であり、対応する感磁性の材料に引きつけられるように構成さ
れる、請求項２または３に記載の臓器開創器。
【請求項６】
　各おもりが、流体で満たされるように構成されたバルーンである、請求項３または４に
記載の臓器開創器。
【請求項７】
　前記バルーン間の流体連通を成す管であって、吸気弁またはルアー・ロックを含む管を
更に備える、請求項６に記載の臓器開創器。
【請求項８】
　前記患者の５～１５ｍｍのポートを通して挿入するように構成される、請求項１～７の
いずれか一項に記載の臓器開創器。
【請求項９】
　前記長形本体が容器を画定し、この容器が、おもり、被覆された材料または流体を任意
に収容するように構成される、請求項１～８のいずれか一項に記載の臓器開創器。
【請求項１０】
　前記長形本体が、この長形本体の第１の端部と第２の端部との間に亘り幾何剛性を有す
る、請求項１～９のいずれか一項に記載の臓器開創器。
【請求項１１】
　前記長形本体がネット、メッシュ、ストラップ、糸のうち少なくとも一つを備える、請
求項１～１０のいずれか一項に記載の臓器開創器。
【請求項１２】
　前記長形本体がＵ字型、Ｖ字型、Ｙ字型またはループ型のうち少なくとも一つを形成す
るように構成される、請求項１～１１のいずれか一項に記載の臓器開創器。
【請求項１３】
　前記長形本体が１５～５０ｃｍの長さを有する、請求項１～１２のいずれか一項に記載



(17) JP 2014-519346 A 2014.8.14

の臓器開創器。
 



(18) JP 2014-519346 A 2014.8.14

10

20

30

40

【国際調査報告】



(19) JP 2014-519346 A 2014.8.14

10

20

30

40



(20) JP 2014-519346 A 2014.8.14

10

20

30

40



(21) JP 2014-519346 A 2014.8.14

10

20

30

40



(22) JP 2014-519346 A 2014.8.14

10

20

30

40



(23) JP 2014-519346 A 2014.8.14

10

20

30

40



(24) JP 2014-519346 A 2014.8.14

10

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,T
J,TM),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,R
O,RS,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,
BB,BG,BH,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,H
U,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI
,NO,NZ,OM,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,
UZ,VC,VN

(72)発明者  アルーワリア，プラバート　ケイ．
            アメリカ合衆国　ニューヨーク州　１３３６５，リトル　フォールズ，レイクビュー　ドライブ　
            １８３
(72)発明者  アルーワリア，プヤ
            アメリカ合衆国　ニューヨーク州　１３３６５，リトル　フォールズ，レイクビュー　ドライブ　
            １８３
Ｆターム(参考) 4C160 AA14  MM32 



专利名称(译) 臓器开创器

公开(公告)号 JP2014519346A 公开(公告)日 2014-08-14

申请号 JP2014502753 申请日 2012-03-28

[标]申请(专利权)人(译) 阿卢洼里阿普拉坏箕
Aruwariapuya

申请(专利权)人(译) Aruwaria，Purabato凯.
Aruwaria，法会

[标]发明人 アルーワリアプラバートケイ
アルーワリアプヤ

发明人 アルーワリア,プラバート ケイ.
アルーワリア,プヤ

IPC分类号 A61B17/00 A61B19/00 A61B17/02

CPC分类号 A61B17/0218 A61B17/04 A61B2017/00557 A61B2017/00862 A61B2017/0225

FI分类号 A61B17/00.320 A61B19/00.502 A61B17/02

F-TERM分类号 4C160/AA14 4C160/MM32

优先权 61/468272 2011-03-28 US

其他公开文献 JP5820052B2

外部链接 Espacenet

摘要(译)

本发明的医疗装置包括一个或多个锚定器和细长构件。有利地，细长构
件可以与锚固件联接。细长构件和锚定件构造成产生作用在肠系膜上的
力。这个力足以使患者的肠缩回患者腹腔的上部。当处于适当位置，患
者略微倾斜，肠系膜由医疗装置的重量被拉入上腹部。由于肠系膜耦合
肠，该装置还提出了直接拉肠。在该装置的一些实施例中，微小的角度
可以变得不必要。而且，在其他实施例中，该装置可以使肠系膜和相关
器官以相反方向缩回到下腹部中以便于手术进入上腹部。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/e3dd225a-542b-4ee5-862e-8c3bf631a47d
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/046928104/publication/JP2014519346A?q=JP2014519346A

